
一
、
序

万
葉
集
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望み

る
歌
」（
三

一
七
～
八
番
歌
）
は
、
巻
三
の
次
の
よ
う
な
Ⅰ
～
Ⅴ
の
「
聖
な
る
山
を
主
と
す
る

山
水
歌
群
」
の
中
に
存
在
す
る
（
拙
論
「
万
葉
集
巻
三
の
山
を
主
と
す
る
山
水
歌
群
に

お
け
る
山
部
赤
人
の
富
士
歌
と
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
歌
」、
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
95

集
、
二
〇
二
二
年
三
月
発
行
）。

Ⅰ�

暮
春
の
月
に
、
吉
野
の
離と
つ

宮み
や

に
幸い
で
ま
す
時
に
、
中
納
言
大
伴
卿
、
勅
み
こ
と
の
りを

奉う
け
た
まは

り
て
作
る
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌　

い
ま
だ
奏
上
を
経へ

ぬ
歌
（
三
一
五

～
六
番
歌
）

Ⅱ�

山
部
宿す
く

禰ね

赤
人
、
富
士
の
山
を
望み

る
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
（
三
一
七
～
八

番
歌
）

Ⅲ�

富
士
の
山
を
詠
む
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
（
三
一
九
～
三
二
一
番
歌
）

　

�

右
の
一
首
は
、
高
橋
連
虫
麻
呂
が
歌
の
中
に
出
づ
。
類
を
も
ち
て
こ

こ
に
載
す
。

Ⅳ�

山
部
宿
禰
赤
人
、
伊い

予よ

の
温ゆ泉
に
至
り
て
作
る
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
（
三

二
二
～
三
番
歌
）

Ⅴ�

神か
み

丘を
か

に
登
り
て
、
山
部
宿
禰
赤
人
が
作
る
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
（
三
二
四

～
五
番
歌
）

Ⅰ
～
Ⅴ
に
は
、

Ⅰ
吉
野
の
「
山
」

Ⅱ
富
士
の
高
嶺

Ⅲ
富
士
の
高
嶺

敗
あ
あ
あ
あ
あ　

（
1
）

山
部
赤
人
「
富
士
の
山
を
望み

る
歌
」
の
聖
武
天
皇
即
位
寿
歌
と
し
て
の
機
能
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Ⅳ
伊
予
の
高
嶺

Ⅴ
神
丘
（
み
も
ろ
の
神
な
び
山
）

の
よ
う
に
聖
な
る
山
が
並
ん
で
い
る
。
Ⅲ
の
歌
は
後
の
追
補
で
、
Ⅲ
を
除
い
た
、

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
の
一
連
の
歌
群
が
巻
三
原
本
の
様
相
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
Ⅰ
の
大
伴
旅
人
歌
に
Ⅱ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
の
赤
人
歌
が
リ
ン
ク
し
た
形
で
、
こ
の

よ
う
に
並
ん
で
い
た
山
部
赤
人
の
歌
資
料
に
そ
の
ま
ま
拠
っ
た
た
め
と
推
定
さ

れ
る
（
以
上
、
上
掲
拙
論
）。

そ
こ
で
「
聖
な
る
山
を
主
と
す
る
山
水
歌
」
の
連
繋
と
い
う
形
式
面
の
み
な

ら
ず
、
歌
の
内
容
の
本
質
面
に
お
い
て
の
大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
と
山
部
赤
人

の
富
士
讃
歌
の
連
繋
に
考
察
の
手
を
及
ぼ
す
と
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
論
の
タ
イ
ト
ル
に
象
徴
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
に
具
述
す
る

次
第
。

二
、
大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
と
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
と
の
関
連

Ⅰ
の
大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
は
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
三
月
の
一
日
～
五

日
の
聖
武
天
皇
の
吉
野
離
宮
行
幸
（『
続
日
本
紀
』）
の
時
に
奏
上
す
る
た
め
に
作

ら
れ
た
歌
で
あ
る
（
た
だ
し
未
奏
）。
歌
を
掲
げ
よ
う
。

み
吉
野
の
吉
野
の
宮
は　

山
か
ら
し
貴た

ふ
とく
あ
ら
し　

水か
は

か
ら
し
清さ
や

け
く
あ

ら
し　

天あ
め

地つ
ち

と
長
く
久
し
く　

万よ
ろ
づ

代よ

に
改か
は

ら
ず
あ
ら
む　

行い
で
ま幸

し
の
宮

�

（
三
一
五
番
歌
）

反
歌

昔
見
し
象き
さ

の
小を

川が
は

を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
清さ
や

け
く
な
り
に
け
る
か
も
（
三
一

六
番
歌
）

長
歌
三
一
五
の
「
天
地
と
長
く
久
し
く　

万
代
に
改か
は

ら
ず
あ
ら
む
」（
原
文

「
天
地
与
長
久　

万
代
爾
不
改
将
有
」）
に
つ
い
て
、
清
水
克
彦
氏
（「
旅
人
の
宮
廷
儀
礼

歌
」『
萬
葉
論
集
』〈
昭
和
四
十
五
年
九
月
五
日
、
桜
楓
社
発
行
〉
所
収
）
は
、
神
亀
元
年
（
七

二
四
）
二
月
四
日
の
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
（
第
五
詔
）
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い

る
次
の
よ
う
な
元
明
天
皇
の
詔
の
、

挂か

け
ま
く
も
畏か
し
こき
淡あ
ふ
み
の海
大お
ほ
つ
の津
宮み
や

に
御
あ
め
の
し
た

宇し
ら
し
めし
し
倭
や
ま
と

根ね

子こ

天す
め
ら
み
こ
と
皇
の
、
万
世

に
改
る
ま
し
じ
き
常
の
典の
り

と
、
立た

て
賜
ひ
敷し

き
賜
へ
る
法の
り

の
随ま
に
まに

、
後の
ち

遂つ
ひ

に
は
我わ
が

子こ

に
、
さ
だ
か
に
む
く
さ
か
に
、
過あ
や
まつ

事
無
く
授さ
づ

け
賜
へ
〔
原
文

「
挂
畏
淡
海
大
津
宮
御
宇
倭
根
子
天
皇
乃
、
万
世
尓
不
改
常
典
止
、
立
賜
敷

賜
閉
魯
随
法
、
後
遂
者
我
子
尓
、
佐
太
加
尓
牟
倶
佐
加
尓
、
無
過
事
授
賜
」〕

（
本
文
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
二
』（
一
九
九
〇
年
九
月
二
七
日
、

岩
波
書
店
発
行
に
拠
る
）

の
傍
線
部
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

こ
れ
は
宣
命
に
対
す
る
随
順
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
事
に
な
る
の
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
、
そ
の
宣
命
を
発
し
た
天
皇
に
対
す
る
随
順
と
、
讃
美
の
心
を

表
明
し
た
事
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、「
不

改
」
が
「
不
改
常
典
」
を
ふ
ま
え
た
字
面
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
部
分

か
ら
、
も
っ
と
具
体
的
に
、
旅
人
の
律
令
制
国
家
へ
の
讃
意
を
も
読
み
と

る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

（�2�）
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重
要
な
見
解
で
あ
る
。
大
伴
旅
人
の
従
三
位
か
ら
正
三
位
へ
の
昇
叙
に
触
れ

る
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
を
旅
人
は
鮮
明
に
心
に
刻
み
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う

し
、「
中
納
言
と
い
う
職
掌
柄
、
旅
人
は
こ
の
宣
命
の
字
面
に
接
す
る
機
会
を

も
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
清
水
氏
先
掲
論
文
）。

旅
人
の
吉
野
讃
歌
が
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
の
表
現
を
踏
ま
え
応
用
し
て
詠

み
成
さ
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
と
思
わ
れ
る
。

清
水
氏
の
見
解
に
導
か
れ
て
、
旅
人
の
吉
野
讃
歌
と
聖
武
天
皇
即
位
宣
命
と

を
仔
細
に
見
る
と
、
旅
人
歌
の
長
歌
三
一
五
の
「
水か
は

か
ら
し
清さ
や

け
く
あ
ら
し
」

の
「
清
け
く
」（
原
文
「
清
」）
と
反
歌
三
一
六
の
「
い
よ
よ
清
け
く
」
の
「
清

け
く
」（
原
文
「
清
」）
は
、
文
武
天
皇
即
位
宣
命
（
第
一
詔
）
の
「
明あ
か

き
浄き
よ

き
直

き
誠
の
心
」（
原
文
「
明
支
浄
支
直
支
誠
之
心
」）、
文
武
天
皇
の
宣
命
（
第
二
詔
）
の
「
明

き
浄
き
心
」（
原
文
「
明
浄
心
」）、
元
明
天
皇
即
位
宣
命
（
第
三
詔
）
の
「
浄
き
明

き
心
」（
原
文
「
浄
明
心
」）
を
受
け
て
の
聖
武
天
皇
即
位
宣
命
（
第
五
詔
）
の
「
清

き
明
き
正
し
き
直
き
心
」（
原
文
「
清
支
明
支
正
支
直
支
心
」）
の
「
清
き
」
を
意
識

し
て
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

万
葉
集
で
は
、
原
文
「
清
」
と
「
浄
」
は
文
脈
に
よ
っ
て
「
き
よ
し
」
と
も

「
さ
や
け
し
」
と
も
読
ま
れ
て
い
る
文
字
で
あ
る
（
巻
六
・
一
〇
六
五
と
巻
十
九
・

四
一
八
七
、
巻
三
・
三
二
四
と
巻
十
・
二
一
六
一
な
ど
）。『
時
代
別　

国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
一
九
六
七
年
十
二
月
十
日
、
三
省
堂
発
行
）
の
「
さ
や
け
し
」
の
「
考
」

に
は
、類

義
語
に
キ
ヨ
シ
が
あ
っ
て
、
同
じ
漢
字
で
表
記
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
様
な
対

象
の
描
写
に
用
い
ら
れ
る
。「
河
見
れ
ば
佐さ

や

け

く

夜
気
久
清キ
ヨ

之シ

」（
万
三
二
三
四
）

や
第
三
例
の
歌
（
稿
者
注
、
続
紀
宝
亀
元
年
の
歌
）
の
よ
う
に
重
ね
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
二
語
の
違
い
を
は
っ
き
り
説
明
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
キ
ヨ
シ
が
対
象
の
汚
れ
の
な
い
状
態
を
い
う
こ
と
が
多
い

の
に
対
し
て
、
サ
ヤ
ケ
シ
は
そ
の
対
象
か
ら
受
け
た
主
体
の
情
意
・
感
覚

に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
。

と
あ
る
。『
萬
葉
集
釋
注
三
』（
一
九
九
六
年
五
月
二
十
五
日
、
集
英
社
発
行
）
の
巻

六
・
九
〇
七
番
歌
の
「
清
み
さ
や
け
み
」（
原
文
「
清
々
」）
の
語
注
に
も
「
対
象

讃
美
の
語
。『
清
し
』
と
『
さ
や
け
し
』
は
と
も
に
ク
活
用
形
容
詞
で
、
だ
い

た
い
同
じ
意
味
を
示
す
が
、
対
象
の
清
ら
か
な
状
態
に
重
き
を
置
く
『
清
し
』

に
対
し
、『
さ
や
け
し
』
は
対
象
の
状
態
か
ら
う
け
る
さ
わ
や
か
な
感
じ
に
焦

点
を
置
く
傾
向
が
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
一
』（
一
九
八
九
年
三
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
発
行
）
に
は
文
武
天
皇

即
位
宣
命
の
「
明
き
浄
き
直
き
誠
の
心
」
に
つ
い
て
、「
明
・
浄
・
直
は
い
ず

れ
も
、
天
皇
が
臣
下
に
求
め
る
忠
誠
心
を
あ
ら
わ
す
語
。」（
四
頁
脚
注
一
二
）
と

あ
り
、
先
掲
『
続
日
本
紀
二
』
に
は
聖
武
天
皇
即
位
宣
命
の
「
清
き
明
き
正
し

き
直
き
心
」
に
つ
い
て
、「
明
・
浄
（
清
）・
正
・
直
は
、
天
武
朝
以
来
、
臣
下

に
要
求
さ
れ
て
き
た
心
構
え
。
こ
こ
で
は
清
・
明
の
順
で
あ
る
こ
と
も
元
明
即

位
詔
と
似
て
い
る
。」
と
注
し
て
い
る
（
一
四
二
頁
脚
注
五
）。

旅
人
は
聖
武
即
位
宣
命
の
臣
下
の
心
構
え
の
最
初
に
押
し
立
て
ら
れ
て
い
る

「
清
」
を
自
然
の
山
の
品
格
描
写
に
応
用
し
た
の
で
あ
る
。
旅
人
の
心
に
は
、

柿
本
人
麻
呂
が
吉
野
讃
歌
（
巻
一
・
三
六
～
九
）
の
長
歌
三
八
に
詠
ん
だ
「
山
川

も
依よ

り
て
仕つ
か

ふ
る
神
の
御み

代よ

か
も
」（「
わ
れ
ら
が
大
君
の
代
は
山
や
川
の
神
ま
で
も

心
服
し
て
仕
え
る
神
の
御
代
で
あ
る
よ
。」
の
意
）
の
表
現
が
息
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ

う
。旅

人
の
反
歌
三
一
六
に
目
を
移
す
に
、「
昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
」

の
「
今
」
は
、
聖
武
天
皇
即
位
宣
命
の

（�3�）

山部赤人「富士の山を望
み

る歌」の聖武天皇即位寿歌としての機能



遠と
ほ
す
め
ろ
き

皇
祖
の
御み

よ世
を
始
め
て
、
中
・
今
に
至
る
ま
で
、
天
あ
ま
つ

日ひ

嗣つ
ぎ

と
高た
か

御み

座く
ら

に

坐
し
て
、
此
の
食を
す

国く
に

天あ
め
の

下し
た

を
撫な

で
賜
ひ
慈う
つ
く
し
び
賜
は
く
は
（
傍
線
部
は
稿

者
）

の
「
今
」
を
意
識
し
て
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
反
歌
三
一
六
の

「
い
よ
よ
さ
や
け
く
」（
原
文
「
弥4

清
」
傍
点
は
稿
者
）
も
、
聖
武
即
位
宣
命
の
次

の
よ
う
な
傍
線
部
を
応
用
し
た
表
現
と
言
え
よ
う
。

高
天
原
に
事
は
じ
め
て
、
四よ

も方
の
食を
す

国く
に

天あ
め
の

下し
た

の
政
ま
つ
り
ご
とを
、
弥
高た
か

に
弥
広ひ
ろ

に

天あ
ま

日つ
ひ
つ
ぎ嗣

と
高た
か

御み

座く
ら

に
坐い
ま

し
て
、
大お
ほ

八や

嶋し
ま

国ぐ
に

知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
の

（
後
略
）

清
水
氏
は
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
七
月
十
七
日
の
元
明
天
皇
即
位
宣
命
（
第
三

詔
）
に
も
、
次
の
よ
う
に
「
不
改
常
典
」
と
い
う
言
葉
を
二
度
用
い
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
（
傍
点
は
清
水
氏
）。

・�

是
者
関
母
威
岐
近
江
大
津
宮
御
宇
大
倭
根
子
天
皇
乃
、
与
天
地
共
長
与
日

4

4

4

4

4

4

4

月
共
遠
不
改

4

4

4

4

4

常
典
止
立
賜
比
敷
賜
覇
留
法
乎

・
又
天
地
之
共
長
遠
不
改

4

4

4

4

4

4

4

4

常
典
止
立
賜
覇
留
食
国
法
母

そ
し
て
、
二
つ
の
傍
点
部
分
が
、

旅
人
作
の
「
天
地
与　

長
久　

万
代
爾　

不
改
」
の
部
分
と
類
似
し
て
お

り
、
出
典
と
し
て
は
、
こ
れ
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
こ
と
に
後
者
は
、
前
者
に
比
し
て
い
っ
そ
う
旅
人
の
字
面
に

近
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
が
、「
歌
の
字
面
で
『
長
久
』
に
あ
た
る
と
こ
ろ
が
、
前
者

で
は
『
長
』
と
『
遠
』、
後
者
で
は
『
長
遠
』
に
な
っ
て
」
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

「
こ
の
部
分
が
旅
人
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
就
い
て
は
、
わ

た
く
し
は
見
解
を
保
留
す
る
他
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
と
そ
れ
以
前

の
天
皇
の
即
位
宣
命
な
ど
の
宣
命
と
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
、
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
の
表
現
考
Ⅰ

�

―
―
先
行
す
る
天
皇
即
位
宣
命
な
ど
の
宣
命
と
の
関
連　

聖
武
天
皇
即
位
宣
命
（
第
五
詔
）
の
構
成
を
、
先
掲
『
続
日
本
紀
二
』
の
脚

注
を
参
照
し
て
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
。

冒
頭
部

第
一
段　
　
　

�

天
孫
降
臨
神
話
に
基
づ
く
元
正
天
皇
に
対
す
る
修
辞
と
元

正
天
皇
の
聖
武
へ
の
詔
の
引
用

第
二
段　
　
　

�

元
正
天
皇
の
詔
の
引
用
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
な
か
に
元
明

の
詔
が
引
用
さ
れ
、
最
後
が
聖
武
の
詔

第
三
段　
　
　

即
位
に
際
し
て
の
大
赦
・
授
位
な
ど
に
関
す
る
詔

宣
命
冒
頭
部
の
「
現
あ
き
つ

神か
み

と
大お
ほ

八や

洲
し
ま
ぐ
に

知
ら
し
め
す
倭
や
ま
と

根ね

こ子
天す
め
ら皇
が
詔お
ほ
み
こ
と旨ら
ま

と
勅の

り
た
ま
ふ
大
命
を
親
王
・
諸
王
・
百
官
人
等
、
天
下
公
民
、
衆
も
ろ
も
ろ

聞
き
た

ま
へ
と
宣の

る
。」
は
、
文
武
天
皇
元
年
（
六
九
七
）
八
月
十
七
日
の
文
武
天
皇
即
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位
宣
命
（
第
一
詔
）
や
元
明
天
皇
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
七
月
十
七
日
の
元
明
天

皇
即
位
宣
命
（
第
三
詔
）
の
冒
頭
部
を
ほ
ぼ
襲
用
し
た
表
現
で
あ
る
。

第
一
段
の
元
明
天
皇
に
対
す
る
修
辞
の

高
天
原
に
神か
む

留づ
ま

り
坐ま

す
皇
す
め
ら
が

親む
つ

神か
む

魯ろ

岐き

・
神か
む

魯ろ

美み
の

命み
こ
との
、
吾あ
が
み
ま孫
の
知
ら
さ

む
食を
す

国く
に

天あ
め
の

下し
た

と
、
よ
さ
し
奉ま
つ

り
し
ま
に
ま
に
、
高
天
原
に
事
は
じ
め
て
、

四よ

方も

の
食
国
天
下
の
政
ま
つ
り
ご
とを
、
弥い
や

高
に
弥
広
に
天
あ
ま
つ

日ひ

嗣つ
ぎ

と
高た
か

御み

座く
ら

に
坐い
ま

し

て
、
大お
ほ

八や

嶋し
ま

国ぐ
に

知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇

の
表
現
は
、
文
武
天
皇
即
位
宣
命
第
一
段
の

高
天
原
に
事
初
め
て
遠
天す

め
ろ
き

皇
祖
の
御
世
、
中
・
今
に
至
る
ま
で
に
、
天
皇

が
御
子
の
あ
れ
坐ま

さ
む
い
や
継つ
ぎ
つ
ぎ々

に
、
大
八
嶋
国
し
ら
さ
む
次つ
ぎ
てと
、
天
つ

神
の
御
子
な
が
ら
も
、
天
に
坐
す
神
の
依よ
さ

し
奉ま
つ

り
し
随ま
に
まに

、
こ
の
天あ
ま

津つ

日ひ

嗣つ
ぎ

高
御
座
の
業わ
ざ

と
、
現
あ
き
つ

御み

神か
み

と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天す
め
ら皇

命
み
こ
と

の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
。

聖
武
即
位
宣
命
第
一
段
の
元
正
天
皇
の
聖
武
に
対
す
る
詔
の
引
用
部
分
の

「
此こ
の

食を
す
く
に国
天あ
め
の

下し
た

は
、
掛
け
ま
く
も
畏か
し
こき
藤
原
宮
に
、
天
あ
め
の

下し
た

知
ら
し
め
し
し
、

み
ま
し
の
父
と
坐い
ま

す
天
皇
の
、
み
ま
し
に
賜
ひ
し
天
下
の
業わ
ざ

」

の
表
現
は
、
元
明
天
皇
即
位
宣
命
の

関か
け
まく

も
威か
し
こ

き
藤
原
宮
に
御
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め

宇
し
し
倭
根
子
天
皇
、
丁
酉
の
八
月
に
、

此
の
食
国
天
下
の
業
を

を
踏
ま
え
て
い
る
。

聖
武
即
位
宣
命
第
二
段
を
見
て
み
よ
う
。
聖
武
即
位
宣
命
に
お
け
る
元
明
天

皇
の
詔
の
引
用
の
、

挂か

け
ま
く
も
畏か
し
こ
き
淡あ
ふ

海み
の

大
津
宮
に
御
あ
め
の
し

宇
た
し
ら
し
めし
し
倭
根
子
天
皇
の
、
万
世

に
改
る
ま
し
じ
き
常つ
ね

の
典の
り

と
、
立
て
賜
ひ
敷
き
賜
へ
る
法の
り

の
随ま
に
まに

、
後の
ち

遂

に
は
我
子
に
、
さ
だ
か
に
む
く
さ
か
に
、
過あ
や
まつ
事
無
く
授
け
賜
へ

は
、
元
明
天
皇
即
位
宣
命
の
、

是こ

は
関か
け
まく
も
威か
し
こき
近
江
大
津
宮
に
御
宇
し
し
大
倭
根
子
天
皇
の
、
天あ
め
つ
ち地
と

共
に
長
く
日
月
と
共
に
遠
く
改
る
ま
し
じ
き
常つ
ね

の
典の
り

と
立
て
賜
ひ
敷
き
賜

へ
る
法の
り

を
、
受
け
賜
り
坐ま

し
て
行
ひ
賜
ふ
事
と
衆
も
ろ
も
ろ

受
け
賜
り
て
、

を
受
け
て
い
る
。
も
う
一
箇
所
、
元
明
即
位
宣
命
の
第
三
段
に
見
ら
れ
る
類
同

表
現
、天

地
と
共
に
長
く
遠
く
改
る
ま
し
じ
き
常
の
典
と
立
て
賜
へ
る
食
国
の
法

は
、
文
武
即
位
宣
命
の
百
官
人
等
が
拠
る
「
国
の
法の
り

」
を
受
け
て
の
表
現
と
言

え
る
。

次
に
、
聖
武
即
位
宣
命
第
二
段
の
皇
位
継
承
に
対
す
る
聖
武
天
皇
の
心
と
臣

下
へ
の
要
請
の
部
分
を
掲
げ
よ
う
。
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進
む
も
知
ら
に
退
く
も
知
ら
に
、
天あ
め
つ
ち地

の
心
も
労い
た
はし

く
重い
か

し
く
、
百
官
の

情
も
辱
か
た
じ
け
なみ
愧は
づ
か
し
み
な
も
、
神か
む

な
が
ら
念お
も
ほ
し
坐ま

す
。
故か
れ

、
親
王
等
を
始
め

て
王
た
ち
臣お
み

た
ち
汝
た
ち
、
清
き
明あ
か

き
正
し
き
直
き
心
を
以も
ち

て
、
皇す
め
らが
朝
み
か
ど

を
あ
な
な
ひ
扶た
す

け
奉ま
つ

り
て
、
天
下
の
公
民
を
奏ま
を

し
賜
へ
と
詔
り
た
ま
ふ

命お
ほ
み
こ
とを
、
衆
も
ろ
も
ろ

聞
き
た
ま
へ
と
宣の

る
。

こ
の
部
分
は
、
文
武
即
位
宣
命
第
二
段
の

明あ
か

き
浄
き
直
き
誠
の
心
を
以
て
、
御み

称は
か
り
は
か々り
て
緩ゆ
る

び
怠お
こ
たる
事
な
く
、
務
め

結し
ま

り
て
仕つ
か

へ
奉
れ
と
詔
り
た
ま
ふ
大
命
を
、
諸
聞
き
た
ま
へ
と
詔の

る
。

や
、
文
武
天
皇
が
、
藤
原
不
比
等
が
歴
代
天
皇
に
仕
奉
し
て
き
た
こ
と
を
賞
す

る
宣
命
（
第
二
詔
）
の
、

挂
け
ま
く
も
畏
き
天
皇
が
御
世
御
世
仕
へ
奉
り
て
、
今
も
ま
た
、
朕わ

が

卿ま
へ
つ
き
みと
為し

て
、
明
き
浄き
よ

き
心
を
以
て
、
朕わ
れ

を
助
け
奉
り
仕
へ
奉
る
事
の
、

重い
か

し
き
労い
た
は
し
き
事
を
念お
も

ほ
し
坐ま

す
御み

意こ
こ
ろ

坐
す
に
依よ

り
て
、
た
り
た
ま
ひ

て
や
や
み
賜
へ
ば
、
忌い

み
忍
ぶ
る
事
に
似
る
事
を
し
な
も
、
常つ
ね

労い
た
はし

み
重い
か

し
み
念
ほ
し
坐
さ
く
と
宣の

り
た
ま
ふ
。

や
、
元
明
天
皇
即
位
宣
命
第
二
段
の
元
明
の
心
情
を
表
し
た
次
掲
部
分
、

遍た
び
ま
ね多
く
日
重か
さ

ね
て
譲
り
賜
へ
ば
、
労い
た
はし
み
威か
し
こみ
、
今
年
の
六
月
十
五
日
に
、

「
詔お
ほ
み
こ
と命
は
受
け
賜
ふ
」
と
白ま
う

し
な
が
ら
、
此
の
重
い
か
し

位く
ら
ゐに
継つ

ぎ
坐
す
事
を
な

も
天あ
め
つ
ち地

の
心
を
労い
た
はし

み
重い
か

し
み
畏
み
坐
さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
命
を
衆
聞
き

た
ま
へ
と
宣
る
。

や
、
さ
ら
に
元
明
天
皇
の
和
銅
改
元
の
宣
命
（
第
四
詔
）
の
、

今
皇す

め
ら

朕わ
が

御み

世よ

に
当
り
て
坐い
ま

せ
ば
、
天
地
の
心
を
労
し
み
重
し
み
辱
か
た
じ
け
なみ

恐か
し
こ

み
坐
す
に

な
ど
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
え
る
。

聖
武
天
皇
即
位
宣
命
（
第
五
詔
）
第
三
段
の
即
位
に
際
し
て
の
大
赦
や
授
位

に
つ
い
て
の
詔
の
部
分
の
、

辞こ
と

別わ

け
て
詔
り
た
ま
は
く
、
遠と
ほ
す
め
ろ
き

皇
祖
の
御み

よ世
を
始
め
て
、
中
・
今
に
至
る

ま
で
、
天
あ
ま
つ

日ひ

嗣つ
ぎ

と
高
御
座
に
坐い
ま

し
て
、
此
の
食を
す

国く
に

天
下
を
撫な

で
賜
ひ
慈う
つ
くし

び
賜
は
く
は
時
々
状さ
ま

々ざ
ま

に
従
ひ
て
、
治
め
賜
ひ
慈う
つ
く

し
び
賜
ひ
来
る
業わ
ざ

と
、

神か
む

な
が
ら
念お
も
ほし

行め

す
。
是こ
こ

を
以も
ち

て
先
づ
天
下
を
、
慈
し
び
賜
ひ
治
め
賜
は

く
、
天
下
に
大
赦
す
。

は
、
文
武
即
位
宣
命
第
一
段
の

遠
天
皇
祖
の
御
世
、
中
・
今
に
至
る
ま
で
に
、
‥
‥
‥
こ
の
天
津
日
嗣
高

御
座
の
業わ
ざ

と
、
‥
‥
‥
受
け
賜
り
恐
み
坐
し
て
、
こ
の
食
国
天
下
を
調と
と
のへ

賜
ひ
平
げ
賜
ひ
、
天
下
の
公
民
を
恵
う
つ
く
しび

賜
ひ
撫
で
賜
は
む
と
な
も
、
神か
む

な

が
ら
思お
も
ほし
め
さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
天す
め
ら皇
が
大
命
を
、
諸
聞
き
た
ま
へ
と
宣

る
。
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や
、
元
明
即
位
宣
命
第
三
段
の

遠
皇
祖
の
御
世
を
始
め
て
、
天
皇
が
御み

よ世
御
世
、
天
つ
日
嗣
と
高
御
座
に

坐
し
て
此
の
食
国
天
下
を
撫
で
賜
ひ
慈
し
び
賜
ふ
事
は
、
辞こ
と

立だ

つ
に
在
ら

ず
、
人
の
祖お
や

の
意お

の能
が
弱わ
く

児ご

を
養ひ

だ治
す
事
の
如
く
、
治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜

ひ
来く

る
業わ
ざ

と
な
も
、
神か
む

な
が
ら
念お
も
ほし
行め

す
。
是
を
以
て
、
先ま

づ
先
づ
天
下

の
公
民
の
上
を
慈
し
び
賜
は
く
、
天
下
に
大
赦
し
た
ま
ふ
。

を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
（
第
五
詔
）
が
、
先
代
の

文
武
天
皇
や
元
明
天
皇
の
即
位
宣
命
や
他
の
宣
命
の
表
現
を
踏
ま
え
て
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

宣
命
の
文
案
に
関
わ
っ
た
の
は
中
務
省
の
官
人
で
あ
ろ
う
。
清
水
克
彦
氏
が

述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
文
案
を
中
納
言
の
立
場
に
あ
っ
た
大
伴
旅
人
は
見
る
機

会
、「
字
面
に
接
す
る
機
会
を
も
持
っ
た
」
と
思
わ
れ
る
。
叙
上
の
聖
武
天
皇

の
即
位
宣
命
の
表
現
形
成
に
拠
れ
ば
、
聖
武
天
皇
以
前
の
文
武
天
皇
や
元
明
天

皇
の
宣
命
に
つ
い
て
も
、
中
納
言
大
伴
旅
人
は
、
中
務
省
の
官
人
同
様
、
把
握

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
聖
武
即
位
宣
命
の
「
万
世
尓
不
改
常
典
止
」
の
み
な

ら
ず
、
清
水
氏
が
判
断
を
保
留
し
た
元
明
天
皇
即
位
宣
命
の

・
与
天
地
共
長
、
与
日
月
共
遠
、
不
改
常
典

・
天
地
之
共
長
遠
不
改
常
典

の
表
現
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
も
踏
ま
え
て
、
三
一
五
番
歌
の
「
天
地
と
長
く

久
し
く　

万
代
に
改
ら
ず
あ
ら
む
」（
天
地
与
長
久　

万
代
爾
不
改
将
有
）
の
表
現

を
成
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

四
、
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
の
表
現
考
Ⅱ　

―
―
祝
詞
と
の
関
連

前
節
の
考
察
に
よ
っ
て
、
聖
武
天
皇
即
位
宣
命
は
文
武
天
皇
や
元
明
天
皇
の

即
位
宣
命
や
そ
の
他
の
宣
命
の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
表
現
形
成
に
祭
の
儀
式
の
と
き
に
と
な
え
る
祝

詞
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
武
天
皇
が
即
位
し
た
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
二
月
四
日
は
、
祈
年
祭
の

日
に
当
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

祈
年
祭
の
祝
詞
を
見
て
み
よ
う
（
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記　

祝
詞
』

一
九
五
八
年
六
月
五
日
、
岩
波
書
店
発
行
に
拠
る
）。

聖
武
天
皇
即
位
宣
命
の

高
天
原
に
神か
む

留づ
ま

り
坐
す
皇
す
め
ら
が

親む
つ

神か
む

魯ろ

岐き

・
神か
む

魯ろ

美み
の

命み
こ
と（

原
文
「
高
天
原
尓
神
留

坐
皇
親
神
魯
岐
・
神
魯
美
命
」）

と
同
様
の

高
天
原
に
神
留
り
坐
す
皇
睦
神か

む

漏ろ

伎き
の

命み
こ
と・
神か
む

漏ろ

彌み
の

命み
こ
と（

原
文
高
天
原
尓
神
留

坐
皇
睦
神
漏
伎
命
・
神
漏
彌
命
）

の
表
現
が
、
祈
年
祭
祝
詞
に
存
す
る
（
他
に
も
「
六
月
の
晦

つ
ご
も
りの

大
祓は

ら
へ」「

鎮
火
の
祭
」「
大

嘗に
へ

の
祭
」「
御
魂
を
齋
戸
に
鎮
む
る
祭
」「
中
臣
の
壽
詞
」
な
ど
の
祝
詞
に
見
ら
れ
る
）。ま
た
、

聖
武
即
位
宣
命
の
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辞
別
け
て
詔
り
た
ま
は
く
（
原
文
「
辞
別
詔
久
」）

の
傍
線
部
の
表
現
も
祈
年
祭
祝
詞
に
見
ら
れ
る
（
他
に
「
六
月
の
月
次
」「
大
殿
祭
」

「
大
嘗に
へ

の
祭
」「
齋
の
内
親
王
を
奉
り
入
る
る
時
」
等
の
祝
詞
。「
大
殿
祭
」
に
は
「
詞
別
」
の

文
字
使
用
）。

聖
武
即
位
宣
命
冒
頭
の

現あ
き
つ

神か
み

と
大お
ほ

八や
し
ま

洲ぐ
に

知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
（
原
文
「
現
神
大
八
洲
所
知
倭
根

子
天
皇
」）

と
類
同
の
表
現
は
、「
中
臣
の
壽
詞
」
の
冒
頭
に
も
存
す
る
（
原
文
は
「
現
御
神
止

大
八
嶋
国
所
知
食
須
大
倭
根
子
天
皇
」）。

ま
た
、
聖
武
即
位
宣
命
の
先
掲
「
高
天
原
に
神
留
り
坐
す
皇
親
神
魯
岐
・
神

魯
美
命
」
に
つ
づ
く
、

吾
孫み
ま

の
知
ら
さ
む
食を
す
く
に国

天あ
め
の

下し
た

と
、
よ
さ
し
奉
り
し
ま
に
ま
に
、
高
天
原

に
事
は
じ
め
て
、
四
方
の
食
国
天
下
の
政
を
、
弥
高
に
弥
広
に
天
日
嗣
と

高
御
座
に
坐
し
て
、
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
（
原
文
「
吾
孫
将

知
食
国
天
下
止
与
佐
斯
奉
志
麻
尓
々
々
、
高
天
原
尓
事
波
自
米
而
、
四
方
食
国
天
下
乃

政
乎
、
弥
高
弥
広
尓
天
日
嗣
止
高
御
座
尓
坐
而
、
大
八
嶋
国
所
知
倭
根
子
天
皇
」）

の
傍
線
部
の
表
現
も
、「
中
臣
の
壽
詞
」
に

「
皇す
め
み
ま孫

の
尊
は
、
高
天
の
原
に
事
始
め
て
、
豊
葦
原
の
瑞み
づ

穂ほ

の
国
を
安
国

と
平
ら
け
く
知
ろ
し
め
し
て
、
天
つ
日
嗣
の
天
つ
高
御
座
に
御
坐
し
ま
し

て
、
天
つ
御み

け膳
の
長
御
膳
の
遠
御
膳
と
、
千
秋
の
五い

ほ百
秋あ
き

に
、
瑞
穂
を
平

け
く
安
ら
け
く
、
齋ゆ

庭に
は

に
知
ろ
し
め
せ
」
と
事
依よ

さ
し
ま
つ
り
て

と
あ
る
（「
高
天
の
原
に
事
始
め
て
」
は
「
道
の
饗あ

へ

の
祭
」
の
祝
詞
に
も
見
ら
れ
る
）。

右
掲
の
聖
武
即
位
宣
命
の
波
線
部
の
「
弥
高
に
弥
広
に
」（
原
文
「
弥
高
弥
広

尓
」）
の
表
現
は
、「
平
野
の
祭
」
の
祝
詞
に
、

ま
た
申
さ
く
、「
参ま

ゐ
集う
ご
な

は
り
て
仕
へ
ま
つ
る
、
親み

こ王
等た
ち

・
王
お
ほ
き
み

等た
ち

・
臣
ま
へ
つ
き
み

等た
ち

・
百も
も

の
官
つ
か
さ

人び
と

等た
ち

を
も
、
夜
の
守
り
日
の
守
り
に
守
り
た
ま
ひ
て
、
天
皇
が
朝

廷
に
、
い
や
高
に
い
や
広
に
、
茂
し
や
く
は
え
の
如
く
、
立
ち
栄
え
し
め
仕
へ

ま
つ
ら
し
め
た
ま
へ
と
、
稱
た
た
へ
ご
と辞
竟を

へ
ま
つ
ら
く
」
と
申
す
。

と
あ
る
（
原
文
「
伊
夜
高
尓
伊
夜
広
尓
」。「
久
度
・
古
関
」
の
祝
詞
も
同
じ
文
章
。
原
文
は

「
弥
高
尓
弥
広
尓
」）。
平
野
神
社
も
久
度
・
古
関
の
神
社
も
、
も
と
も
と
大
和
の
国

に
あ
っ
た
神
社
で
、
そ
の
祝
詞
の
原
核
の
表
現
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
表
現
と
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
祝
詞
中
の
「
親
王
等
・
王
等
・
臣
等
・
百
官
人
等
」（
他

に
「
大
殿
祭
」「
六
月
の
晦
の
大
祓
」「
中
臣
壽
詞
」
な
ど
の
祝
詞
に
見
ら
れ
る
）
は
、
聖

武
即
位
宣
命
に
「
親
王
・
諸
王
・
諸
臣
・
百
官
人
等
」
と
あ
る
の
と
類
同
の
表

現
で
あ
る
。
聖
武
即
位
宣
命
に
は
、「
百
官
人
等
」
の
次
に
「
天
下
公
民
」
の

表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
伴
っ
た
形
は
、「
広
瀬
の
大
忌い
み

の
祭
」「
道
の
饗あ
へ

の

祭
」
の
祝
詞
に
見
ら
れ
る
。

聖
武
天
皇
即
位
宣
命
の
「
食を
す

国く
に

天あ
め
の

下し
た

」
の
表
現
も
、「
大
殿
祭
」
の
祝
詞
に

見
ら
れ
る
。
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以
上
の
考
察
に
拠
れ
ば
、
聖
武
即
位
宣
命
が
、
成
立
の
古
い
と
推
定
さ
れ
る

「
祈
年
祭
」「
出
雲
の
国
の
造
の
神
賀
詞
」「
大
祓
の
詞
」「
大
殿
祭
」「
中
臣
の

壽
詞
」
な
ど
の
祝
詞
の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
聖
武
即
位
宣
命
が
踏
ま
え
た
そ
れ
ら
の
祝
詞
は
、
文
武
や
元
明
の
宣
命
の

表
現
に
も
溯
っ
て
適
用
で
き
よ
う
。

大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
の
反
歌
三
一
六
の
「
い
よ
よ
さ
や
け
く
」（
原
文
「
弥

清
」）
は
、
祝
詞
の
「
い
や
高
に
い
や
広
に
」（
原
文
「
伊
夜
高
尓
伊
夜
広
尓
」「
弥
高

尓
弥
広
尓
」）
の
表
現
を
踏
ま
え
た
と
見
ら
れ
る
聖
武
即
位
宣
命
の
「
弥
高
に
弥

広
に
」（
原
文
「
弥
高
弥
広
尓
」）
を
意
識
し
て
の
表
現
と
換
言
で
き
よ
う
。

五
、�

大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
と
山
部
赤
人
の
富
士
讃
歌
と
の
関

連
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
て
の
、
赤
人
富
士
讃
歌
と

聖
武
天
皇
即
位
宣
命
な
ど
の
天
皇
宣
命
や
祝
詞
と
の
関
連

上
述
の
よ
う
に
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
三
月
の
大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
と

同
じ
年
の
四
月
作
と
考
え
ら
れ
る注
１

山
部
赤
人
の
富
士
讃
歌
は
、
吉
野
の
「
山
」

と
「
富
士
の
山
（
富
士
の
高
嶺
）」
と
い
う
聖
な
る
山
を
中
心
と
す
る
山
水
歌

群
と
し
て
リ
ン
ク
す
る
。
山
部
赤
人
の
富
士
讃
歌
を
掲
げ
て
、
さ
ら
に
両
歌
群

の
関
連
を
表
現
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

山
部
宿
禰
赤
人
、
富
士
の
山
を
望
る
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌

天あ
め
つ
ち地

の
分わ
か

れ
し
時
ゆ　

神か
む

さ
び
て
高
く
貴
き　

駿す
る
が河

な
る
富
士
の
高た
か

嶺ね

を

　

天あ
ま

の
原
振
り
放さ

け
見
れ
ば　

渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ　

照
る
月
の
光
も

見
え
ず　

白し
ら
く
も雲
も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り　

時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る　

語
り

告つ

げ
言
ひ
継つ

ぎ
行ゆ

か
む　

富
士
の
高
嶺
は
（
三
一
七
番
歌
）

反
歌

田た

ご子
の
浦
ゆ
う
ち
出い

で
て
見
れ
ば
真ま

白し
ろ

に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け

る
（
三
一
八
）

赤
人
富
士
讃
歌
の
長
歌
三
一
七
の
初
句
「
天
地
」
は
、
旅
人
の
吉
野
讃
歌
の

長
歌
三
一
五
の
「
天
地
」
を
受
け
る
語
で
あ
る
。
ま
た
「
神
さ
び
て
高
く
貴
き
」

は
、
同
じ
く
旅
人
の
長
歌
三
一
五
の
「
山
か
ら
し
貴
く
あ
ら
し
」
を
受
け
る
表

現
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
赤
人
歌
三
一
七
の
「
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
を　

天
の
原
振
り
放さ

け
見
れ
ば
」
と
反
歌
三
一
八
の
「
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見

れ
ば
」
の
空
間
表
現
（
前
者
は
下
か
ら
上
へ
、
後
者
は
水
平
方
向
）
に
お
け
る
「
見

れ
ば
」
は
、
旅
人
の
吉
野
讃
歌
の
反
歌
三
一
六
の
「
昔4

見
し
象き
さ

の
小
川
を
今4

見

れ
ば
」
の
時
間
表
現
に
お
け
る
「
見
れ
ば
」
を
意
識
し
て
の
表
現
と
捉
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
赤
人
富
士
讃
歌
の
長
歌
三
一
七
の
歌
い
収
め
の
「
語
り
告
げ
言

ひ
継
ぎ
行ゆ

か
む4

富
士
の
高
嶺
は
」
は
、
旅
人
の
吉
野
讃
歌
の
長
歌
三
一
五
の

「
万
よ
ろ
づ

代よ

に
改か
は

ら
ず
あ
ら
む4

行い
で

幸ま

し
の
宮
」
の
歌
い
収
め
を
意
識
し
て
の
表
現
と

見
ら
れ
る
（
三
一
七
の
助
動
詞
「
む
」
は
意
志
、三
一
五
の
助
動
詞
「
む
」
は
推
量
の
意
味
）。

こ
の
よ
う
に
、
赤
人
は
旅
人
の
吉
野
讃
歌
の
表
現
を
し
か
と
意
識
し
て
、
富

士
讃
歌
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

旅
人
の
吉
野
讃
歌
は
、
聖
武
即
位
宣
命
の
「
万
世
尓
不
改
常
典
止
」
や

「
天あ
め
つ
ち地
」、
祝
詞
の
表
現
を
踏
ま
え
た
「
弥
高
弥
広
尓
」、
元
明
即
位
宣
命
の
「
与

天
地
共
長
与
日
月
共
遠
不
改
常
典
止
」「
天
地
之
共
長
遠
不
改
常
典
止
」
な
ど

を
原
文
表
記
ま
で
意
識
し
て
織
り
成
し
た
歌
で
あ
る
。

そ
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
旅
人
の
吉
野
讃
歌

と
密
接
に
関
わ
っ
て
誕
生
し
た
赤
人
の
富
士
讃
歌
も
、
天
皇
宣
命
や
祝
詞
の
表

現
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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前
掲
拙
論
「
万
葉
集
巻
三
の
山
を
主
と
す
る
山
水
歌
群
に
お
け
る
山
部
赤
人

の
富
士
歌
と
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
歌
」
の
中
で
推
定
し
た
よ
う
に
、
山
部
赤
人

は
富
士
讃
歌
を
詠
み
成
し
た
時
は
、
中
務
省
の
官
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
中
務
省
は
、「
律
令
制
の
八
省
の
一
。
天
皇
の
側
近
に
侍
従
し
、
詔
勅
の

文
案
を
審
署
」
す
る
省
で
あ
る
（『
広
辞
苑
』
第
五
版
、
一
九
九
八
年
十
一
月
十
一
日
、

岩
波
書
店
発
行
に
拠
る
）。
本
稿
第
三
・
四
節
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
聖
武
天
皇
即

位
宣
命
は
、
文
武
天
皇
や
元
明
天
皇
の
、
祝
詞
の
表
現
を
踏
ま
え
た
宣
命
や
そ

の
他
の
宣
命
を
考
慮
し
て
成
さ
れ
て
い
る
。
山
部
赤
人
が
中
務
省
の
官
人
で
宣

命
な
ど
の
審
署
に
関
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
文
武
天
皇
以
降
の
宣
命
や
古
く
か

ら
伝
わ
る
祝
詞
の
表
現
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
留
意
し
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

赤
人
の
富
士
讃
歌
を
具
体
的
に
見
て
ゆ
こ
う
。
長
歌
三
一
七
冒
頭
の
「
天
地

の
分
れ
し
時
ゆ
」
は
、
聖
武
即
位
宣
命
の
「
天
地
の
」
の
表
現
や
次
の
表
現
の

想
起
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
（
口
語
訳
も
掲
げ
る
）

高
天
原
に
神
留
り
坐
す
皇
親
神
魯
岐
・
神
魯
美
命
の
、
吾
孫
の
知
ら
さ
む

食
国
天
下
と
、
よ
さ
し
奉
り
し
ま
に
ま
に
、
高
天
原
に
事
は
じ
め
て
、

四よ

も方
の
食
国
天
下
の
政
を
、
弥
高
に
弥
広
に
天
日
嗣
と
高
御
座
に
坐
し

て
、
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
（
後
略
）

高
天
原
に
ま
し
ま
す
皇
祖
の
男
神
女
神
が
、
わ
が
子
孫
の
統
治
す
べ
き
食

国
天
下
で
あ
る
と
子
孫
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
に
、
高
天
原
か
ら
始
ま
り
天

下
四
方
の
国
土
に
ま
で
至
っ
た
統
治
を
い
よ
い
よ
高
く
い
よ
い
よ
広
く
、

皇
祖
の
子
孫
と
し
て
皇
位
に
あ
っ
て
こ
の
大
八
嶋
国
を
統
治
し
て
こ
ら
れ

た
倭
根
子
天
皇
、
す
な
わ
ち
元
正
、
の
意
（
先
掲
『
続
日
本
紀
二
』
一
三
九
頁

脚
注
二
四
）

右
の
表
現
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
古
事
記
』
上
つ
巻
の
序
の

乾
坤
初
め
て
分
か
れ
て
、
参
神
造
化
の
首は

じ
めと
な
り
、

陰
陽
こ
こ
に
開
け
て
、
二
霊
群
品
の
祖
と
な
り
き
。

天
と
地
が
初
め
て
分
か
れ
て
、
天あ
め

之の

御み

中な
か

主ぬ
し
の

神か
み

・
高た
か

御み

産む

す巣
日ひ

神
・
神か
む

産
巣
日
神
の
三
神
が
創
造
の
初
め
と
な
り
、

男
女
の
両
性
が
こ
こ
に
始
ま
り
、
伊い

ざ

な
耶
那
岐き
の

命み
こ
と（

男
神
）・
伊い

耶ざ

那な

美み
の

命
み
こ
と

（
女
神
）
が
万
物
の
祖お
や

と
な
っ
た
。（
訓よ

み
下
し
文
と
口
語
訳
は
、
西
宮
一
民
校

注
『
古
事
記
』
昭
和
五
十
四
年
六
月
十
日
、
新
潮
社
発
行
に
拠
る
）

や
、
上
巻
本
文
の
最
初
の

天
地
初
め
て
発お

こ

り
し
時
に
、
高
天
の
原
に
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
‥
‥
‥

の
表
現
を
考
慮
し
て
成
さ
れ
た
の
が
「
天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
」
の
表
現
と
考
え

ら
れ
る
。

「
天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
」
の
次
の
「
神か
む

さ
び
て
」
も
聖
武
即
位
宣
命
の
「
神か
む

な
が
ら
も
念お
も
ほし
行め

す
」（
二
例
）、「
神か
む

な
が
ら
念
し
坐ま

す
」
の
計
三
例
の
「
神
な

が
ら
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
の
吉
野
の
宮
行
幸
の
時
に
柿

本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
吉
野
讃
歌
（
巻
一
・
三
六
～
三
九
番
歌
）
の
第
二
長
歌
三
八

の
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君　

神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と
」（「
安
ら
か
に
天
の
下

を
支
配
さ
れ
る
我
ら
が
大
君
が
、
神
で
あ
る
ま
ま
に
神
ら
し
く
振
る
舞
わ
れ
る
と
て
」
の
意
）

（�10�）
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や
、
同
じ
く
人
麻
呂
が
「
軽
皇
子
、
安あ

騎き

の
野
に
宿
り
ま
す
時
に
」
作
っ
た
歌

（
巻
一
・
四
五
～
四
九
番
歌
、
軽
皇
子
は
後
の
文
武
天
皇
）
の
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君

　

高
照
ら
す
日
の
御
子　

神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と
」
の
傍
線
部
の
表
現
を
想

起
し
、「
神
な
が
ら
」
の
下
の
名
詞
「
神
さ
び
」
の
動
詞
形
「
神
さ
ぶ
」
を
用

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
神
さ
び
て
」
に
つ
づ
く
「
高
く
貴
き
」（
原
文
「
高
貴
寸
」）
は
、
大
伴
旅
人

の
吉
野
讃
歌
の
長
歌
三
一
五
の
「
山
か
ら
し
貴
く
あ
ら
し
」
や
、
旅
人
が
踏
ま

え
た
の
と
同
様
に
、
聖
武
即
位
宣
命
の
先
掲
部
分
の
「
弥
高
に
弥
広
に
」
を
意

識
し
て
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
神
さ
び
て
」
の
表
現
と
同
様
に
、

人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
の
第
一
長
歌
三
六
の
「
こ
の
山
の　

い
や
高
知
ら
す
」（
原

文
「
此
山
乃
弥
高
思し

ら

す
良
珠
」）
も
念
頭
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
。

「
高
く
貴
き
」
と
あ
る
点
は
、
上
述
の
例
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
巻
十
三
・

三
二
三
四
番
歌
の
傍
線
部
「
山
見
れ
ば
高
く
貴
し
」
を
踏
ま
え
た
こ
と
を
物
語

る
。

や
す
み
し
し
我わ

ご
大
君　

高
照
ら
す
日
の
御み

子こ

の　

き
こ
し
を
す
御み

け食
つ

国　

神か
む
か
ぜ風
の
伊
勢
の
国
は　

国
見
れ
ば
し
も　

山
見
れ
ば
高
く
貴
し　

川

見
れ
ば
さ
や
け
く
清き
よ

し　

水み
な

門と

な
す
海
も
ゆ
た
け
し　

見
わ
た
し
の
島
も

名な

高だ
か

し　

こ
こ
を
し
も
ま
ぐ
は
し
み
か
も　

か
け
ま
く
も
あ
や
に
畏か
し
こき　

山や
ま
の

辺へ

の
五い

十
師し

の
原
に　

う
ち
ひ
さ
す
大
宮
仕
へ　

朝
日
な
す
ま
ぐ
は

し
も　

夕
日
な
す
う
ら
ぐ
は
し
も　

春
山
の
し
な
ひ
栄
え
て　

秋
山
の
色

な
つ
か
し
き　

も
も
し
き
の
大お
ほ
み
や
ひ
と

宮
人
は　

天あ
め
つ
ち地

と
日
月
と
と
も
に　

万
よ
ろ
づ

代よ

に
も
が
（
三
二
三
四
）

反
歌

山や
ま
の

辺へ

の
五い

十
師し

の
御
井
は
お
の
づ
か
ら
成
れ
る
錦に
し
きを

張
れ
る
山
か
も
（
三

二
三
五
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
七
』（
一
九
九
七
年
九
月
二
十
五
日
、

集
英
社
発
行
）
に
は
、「
持
統
六
年
（
六
九
二
）
三
月
六
日
～
二
十
日
、
伊
勢
行
幸

が
あ
っ
た
。
そ
の
折
の
詠
か
。」
と
推
測
し
た
上
で
、

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
行
幸
は
、
元
正
朝
養
老
二
年
（
七
一
八
）

二
月
な
ど
に
も
あ
っ
た
。
伊
勢
を
目
的
と
す
る
行
幸
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
当
面
の
歌
群
が
こ
の
折
に
も
誦
詠
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
は

な
い
。
こ
の
歌
群
に
は
、
奈
良
朝
の
新
し
い
発
想
を
含
む
面
が
あ
る
の
で
、

持
統
朝
の
頃
に
原
核
を
成
し
た
歌
が
、
誦
い
続
け
ら
れ
て
し
だ
い
に
ふ
く

ら
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
長
歌
三
二
三
四
の
「
大
宮
仕
へ
」
と
い
う
表
現
に
つ

い
て
は
、

天
皇
を
中
心
と
す
る
大
宮
人
全
体
が
立
派
に
行
宮
を
営
ん
で
勢
揃
い
し
て

い
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
実
際
に
は
そ
こ
で
神
祭
り
を
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
想
像
し
て
い
る
。

長
歌
三
二
三
四
の
末
尾
五
句
の
「
も
も
し
き
の
大
宮
人
は　

天
地
と
日
月
と

と
も
に　

万
代
に
も
が
」（
傍
線
部
の
原
文
「
天
地
与
日
月
共
」）
は
大
宮
人
の
永
遠

性
を
希
求
す
る
表
現
で
、
傍
線
部
の
表
現
は
万
葉
集
で
は
柿
本
人
麻
呂
の
巻

二
・
二
二
〇
番
歌
や
大
伴
家
持
の
「
京
に
向
ふ
路
の
上
に
し
て
、
興
に
依
り
て

（�11�）
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預
め
作
る
侍
宴
応
詔
の
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
」（
巻
十
九
・
四
二
五
四
～
五
番
歌
）
に

も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
「
出
雲
の
国
の
造
み
や
つ
この
神
賀
詞
」
や
「
齋い
つ
きの

内
親
王
を
奉
り
入
る
る
時
」
の
祝
詞
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
原
文
は
前
者
は

「
天
地
日
月
等
共
尓
」、
後
者
は
「
天
地
日
月
止
共
尓
」）。「
中
臣
の
壽
詞
」
に
も

「
天
地
月
日
と
共
に
」（
原
文
「
与
天
地
月
日
共
」
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

当
面
歌
の
「
天
地
日
月
と
共
に
」
は
祝
詞
に
拠
る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

反
歌
三
二
三
五
の
「
お
の
づ
か
ら
成
れ
る
錦
を
」（
原
文
「
自
然
成
錦
乎
」）
の

傍
線
部
の
表
現
は
万
葉
集
中
に
一
例
の
表
現
で
あ
る
が
、
元
明
天
皇
の
和
銅
元

年
（
七
〇
八
）
正
月
十
一
日
の
和
銅
改
元
の
宣
命
（
第
四
詔
）
の
中
に

聞き
こ

し
看め

す
食
国
の
中
の
東
の
方
武
蔵
国
に
、
自
然
に
成
れ
る
和
銅
出
で
在

り
と
奏
し
て
献
れ
り
。

と
見
え
る
の
で
（
傍
線
部
の
原
文
は
「
自
然
成
」。「
成
」
の
字
の
上
に
「
作
」
の
字
の
あ

る
写
本
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
採
ら
な
い
。
文
脈
上
「
作
」
の
字
が
あ
る
の
は
不
自
然
）、

元
明
天
皇
の
宣
命
の
作
製
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
物
に
拠
る
歌
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
先
掲
『
釋
注
』
に
説
く
原
核
の
ふ
く
ら
み
が
看
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
二
三
四
～
五
番
歌
に
つ
い
て
の
考
察
に
拠
れ
ば
、
三
二
三
四
の

「
山
見
れ
ば
高
く
貴
し
」
の
傍
線
部
の
表
現
も
、
天
皇
の
宣
命
な
ど
の
表
現
を

踏
ま
え
て
の
応
用
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

調
べ
る
に
、
文
武
天
皇
の
即
位
宣
命
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
持
統
天
皇
の

大
命
にこ

の
天
津
日
嗣
高
御
座
の
業
と
、
現
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根

子
天
皇
の
、
授
け
賜
ひ
負
せ
賜
ふ
貴
き
高
き
広
き
厚
き
大
命

と
あ
る
。
こ
の
部
分
を
踏
ま
え
た
聖
武
天
皇
の
天
平
改
元
の
宣
命
（
第
六
詔
）

に
は

此
は
太
上
天
皇
の
厚
き
広
き
徳
を
蒙か

が
ふり

て
、
高
き
貴
き
行
お
こ
な
ひに

依
り
て
顕あ
ら
はれ

け
る
大
き
瑞し
る
しの
物
ぞ
と
詔
り
た
ま
ふ
命

と
あ
る
（
こ
の
宣
命
は
赤
人
富
士
歌
以
後
の
例
）。

こ
の
よ
う
な
事
例
を
考
え
る
と
、
三
二
三
四
の
「
山
見
れ
ば
高
く
貴
き
」
は
、

天
皇
の
徳
行
を
讃
え
る
「
高
く
貴
し
」
を
自
然
の
山
に
適
用
し
た
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
拠
れ
ば
、
山
部
赤
人
の
富
士
讃
歌
の
長
歌
三
一
七
の
「
高
く

貴
き
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
を
」
も
、
三
二
三
四
番
歌
と
同
様
、
直
接
的
に
、

ま
た
は
三
二
三
四
番
歌
を
通
し
て
間
接
的
に
、
文
武
即
位
宣
命
中
の
「
貴
き
高

き
」
を
富
士
の
高
嶺
に
応
用
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る注
２

。

「
高
く
貴
き
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
を
」「
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
」
と

歌
っ
て
ま
ず
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
富
士
の
高
さ
を
強
調
す
る
「
渡
る
日
の

影
も
隠
ら
ひ　

照
る
月
の
光
も
見
え
ず
」（
原
文
「
度
日
之
陰
毛
隠
比　

照
月
乃
光
毛

不
見
」）
の
表
現
。

表
面
的
に
は
自
然
の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
も
、
聖
武
天
皇
即
位
宣

命
な
ど
の
宣
命
の
表
現
形
成
に
踏
ま
え
た
と
考
え
ら
れ
る
祈
年
祭
な
ど
の
祝
詞

に
次
掲
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
「
天
の
御
蔭
・
日
の
御
蔭
と
隠
り
ま
し
て
」（
原

文
「
天
御
蔭
・
日
御
蔭
登
隠
坐
弖
」。「
天
や
太
陽
か
ら
隠
れ
る
所
と
お
隠
れ
に
な
っ
て
」
の

意
で
、「
宮
殿
内
に
住
む
こ
と
を
い
う
。」
先
掲
『
古
事
記　

祝
詞
』
祈
年
祭
祝
詞
の
三
八
九

頁
頭
注
二
五
）
の
表
現
を
意
識
し
て
、
富
士
の
山
が
天
の
太
陽
や
月
の
光
を
さ

え
ぎ
っ
て
天
皇
を
守
る
立
派
な
御
殿
的
存
在
で
あ
る
意
を
込
め
て
い
る
と
考
え

（�12�）
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ら
れ
る
。

・�
皇
神
の
敷
き
ま
す
、
下
つ
磐
ね
に
宮
柱
太
知
り
立
て
、
高
天
の
原
に
千ち

ぎ木

高
知
り
て
、
皇
御
孫
の
命
の
瑞み
づ

の
御み

舎あ
ら
かを

仕
へ
ま
つ
り
て
、
天
の
御
蔭
・

日
の
御
蔭
と
隠
り
ま
し
て
、
四
方
の
国
を
安
国
と
平
ら
け
く
知
ら
し
め
す

が
故
に
‥
‥
‥

・�

山
の
口
に
坐
す
皇
神
等
の
前
に
白ま
を

さ
く
、
飛
鳥
・
石い
は
れ村

・
忍お

坂さ
か

・
長は
つ
せ谷

・

畝う
ね

火び

・
耳み
み

無な
し

と
御
名
は
白
し
て　

遠
山
・
近
山
に
生
ひ
立
て
る
大お
ほ

木き

・
小を

木ぎ

を
、
本も
と
す
え末

う
ち
切
り
て
持
ち
参ま

ゐ
来
て
、
皇す
め

御み

ま孫
の
命
の
瑞み
づ

の
御み

舎
あ
ら
か

仕
へ
ま
つ
り
て
、
天
の
御
蔭
・
日
の
御
蔭
と
隠
り
ま
し
て
、
四
方
の
国
を

安
国
と
平
ら
け
く
知
ろ
し
め
す
が
故
に
、
皇
御
孫
の
命
の
う
づ
の
幣
帛
を

稱た
た
へ

辞ご
と

竟を

へ
ま
つ
ら
く
」
と
宣
る
。

（
以
上
、「
祈
年
祭
」
祝
詞
に
拠
る
。
前
者
と
同
様
の
表
現
は
「
六
月
の
月
次
」「
六
月

の
晦
の
大
祓
」
の
祝
詞
な
ど
に
も
あ
る
）

後
者
の
例
は
山
と
の
関
わ
り
で
、「
天
の
御
蔭
・
日
の
御
蔭
と
隠
り
ま
し
て
」

と
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
万
葉
集
歌
が
あ
る
。

そ
れ
は
、「
藤
原
の
宮
の
御み

ゐ井
の
歌
」（
巻
一
・
五
二
～
三
番
歌
）
で
あ
る
。

や
み
し
し
我
ご
大
君　

高
照
ら
す
日
の
御
子　

荒あ
ら
た
へ栲
の
藤
井
が
原
に　

大お
ほ

御み

門か
ど

始
め
た
ま
ひ
て　

埴は
に
や
す安

の
堤つ
つ
みの

上
に　

あ
り
立
た
し
見め

し
た
ま
へ
ば

　

大や
ま
と和
の
青あ
を

香か

具ぐ

山や
ま

は　

日ひ

の
経た
て

の
大
き
御
門
に　

春
山
と
茂し

み
さ
び
立

て
り　

畝う
ね

傍び

の
こ
の
瑞み
づ
や
ま山
は　

日
の
緯よ
こ

の
大
き
御
門
に　

瑞
山
と
山
さ
び

い
ま
す　

耳み
み
な
し成

の
青あ
を

菅す
が

山
は　

背そ
と
も面

の
大
き
御
門
に　

よ
ろ
し
な
へ
神
さ

び
立
て
り　

名
ぐ
は
し
吉
野
の
山
は　

影か
げ
と
も面

の
大
き
御
門
ゆ　

雲く
も

居ゐ

に
ぞ

遠
く
あ
り
け
る　

高
知
る
や
天
の
御
蔭　

天
知
る
や
日
の
御
蔭
の　

水
こ

そ
ば
と
こ
し
へ
に
あ
ら
め　

御み

井ゐ

の
清ま
し

水み
づ

（
五
二
）

傍
線
部
の
表
現
は
先
掲
の
祝
詞
の
表
現
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
一
首
の
中
で
は
、
藤
原
宮
の
東
西
南
北
の
聖
山
を
讃
え
る
文
脈
を
受
け
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
一
』（
一
九
九
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、

集
英
社
発
行
）
に
は
、
歌
の
傍
線
部
を
「
佳
き
山
々
に
守
ら
れ
た
、
高
く
聳
え

立
つ
御
殿
、
天あ
め

い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
立
つ
御
殿
」
と
傍
線
部
の
言
葉
を
的
確
に

補
っ
て
、
妥
当
な
口
語
訳
を
施
し
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、「
耳
成
の
青
菅
山
は　

背
面
の
大
き
御
門
に　

よ
ろ
し
な
へ
神

さ
び
立
て
り
」
と
、
山
に
「
神
さ
ぶ
」
を
用
い
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

山
部
赤
人
は
こ
の
「
藤
原
の
宮
の
御
井
の
歌
」
の
表
現
を
も
想
起
し
て
、
富

士
讃
歌
を
織
り
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

富
士
讃
歌
の
「
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ　

照
る
月
の
光
も
見
え
ず
」
に
つ
づ

く
「
白
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り　

時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
」
は
、
白
雲
と
雪

に
よ
る
表
現
で
、
そ
の
雪
は
、
反
歌
三
一
八
で
は
白
雲
の
白
よ
り
も
白
い
「
真

白
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
清き
よ

く
清さ
や

け
く
貴
い
瑞し
る
しと

し
て
富
士
の
「
真
白
」
の

雪
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
聖
武
天
皇
即
位
宣
命
中
の
元
正
天
皇
の
詔
に
、
元
正
か
ら
皇

位
を
継
承
す
る
聖
武
天
皇
の
徳
を
天
が
讃
え
、
そ
の
治
世
の
始
ま
り
の
元
号
を

記
念
す
べ
く
出
現
さ
せ
た
「
大
き
瑞
し
る
し

物
」
の
白
亀
（
先
掲
『
続
日
本
紀
二
』
補
注
9

三
九
参
照
）
の
「
白
」
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。
祈
年
祭
の
祝
詞
に
も
見
ら
れ
る

神
前
に
供
え
讃
え
る
白
い
動
物
（「
白
馬
・
白
猪
・
白
鶏
な
ど
」
の
「
白
」
と

も
関
わ
る
で
あ
ろ
う注
３

。

（�13�）
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る歌」の聖武天皇即位寿歌としての機能



六
、
聖
武
天
皇
の
即
位
寿
歌
と
し
て
の
機
能　

�

―
―
赤
人
富
士
歌
と
虫
麻
呂
富
士
歌
―
―　

以
上
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望
る
歌
」
は
、

単
な
る
自
然
観
賞
の
歌
で
は
な
く
、
大
伴
旅
人
の
吉
野
讃
歌
と
同
様
に
、
文
武

天
皇
・
元
明
天
皇
の
即
位
宣
命
や
他
の
宣
命
、
祝
詞
の
表
現
を
踏
ま
え
て
成
さ

れ
た
聖
武
天
皇
の
即
位
宣
命
や
祝
詞
そ
の
も
の
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、
神
亀
元

年
（
七
二
四
）
二
月
四
日
の
聖
武
天
皇
の
即
位
を
寿
ぎ
、
神
亀
と
い
う
元
号
の

新
時
代
の
幕
開
け
を
寿
ぐ
心
を
こ
め
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
の
い
っ
そ
う
の
保
証
の
た
め
に
、
宣
命
や
祝
詞
を
踏
ま
え
た
万
葉

集
歌
の
一
端
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

大
伴
家
持
の
「
陸
奥
の
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀ほ

く
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
」

（
巻
十
八
・
四
〇
九
四
～
四
〇
九
七
番
歌
）
は
、
天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
四
月
一

日
の
二
つ
の
詔
（
第
一
二
詔
・
第
一
三
詔
）
を
踏
ま
え
て
の
作
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
家
持
の
「
京
に
向
ふ
路
の
上
に
し
て
、
興
に
依
り
て
預
め
作
る

侍
宴
応
詔
の
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
」（
巻
十
九
・
四
二
五
四
～
五
番
歌
）
も
、
先
述
の

よ
う
に
祝
詞
の
表
現
を
踏
ま
え
た
表
現
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
巻
十
八
・
四

一
二
二
番
歌
の
「
馬
の
爪
い
尽
す
極
み
」
も
、「
祈
年
祭
」
祝
詞
な
ど
に
見
ら

れ
る
「

―
極
み
」
の
表
現
と
「
馬
の
爪
の
至
り
留
ま
る
限
り
」
の
表
現
を
考

慮
し
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

「
祈
年
祭
」
や
「
六
月
の
月
次
」
祭
の
祝
詞
に
見
ら
れ
る
「
谷た
に
ぐ
く蟆

の
さ
度わ
た

る

極
み
」
は
巻
五
・
八
〇
〇
番
歌
や
巻
六
・
九
七
一
番
歌
に
見
ら
れ
、
同
じ
く

「
祈
年
祭
」
の
「
白
雲
の
堕お

り
坐ゐ

向
伏
す
限
り
」
や
「
六
月
の
月
次
」
祝
詞
の
「
白

雲
の
向
伏
す
限
り
」
と
巻
十
三
・
三
三
二
九
番
歌
の
「
青
雲
の
向
伏
す
」
と
の

関
連
も
考
え
ら
れ
る
。

山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望
る
歌
」
が
、
単
な
る
富
士
の
自
然
詠
で
は
な

く
、
聖
武
天
皇
即
位
寿
歌
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

赤
人
の
富
士
歌
の
影
響
を
受
け
て
高
橋
虫
麻
呂
が
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
六
月

に
詠
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る注
４

「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
」（
巻
三
・
三

一
九
～
三
二
一
番
歌
）
の
表
現
に
も
、
赤
人
富
士
歌
と
同
様
に
聖
武
天
皇
即
位
を

寿
ぐ
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
虫
麻
呂
富
士
歌
の
長
歌
を
見
て

み
よ
う
。

並な
ま

吉よ

み注
５

の
甲
斐
の
国　

う
ち
寄
す
る
駿
河
の
国
と　

こ
ち
ご
ち
の
国
の
み

中
ゆ　

出
で
立
て
る
富
士
の
高
嶺
は　

天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り　

飛
ぶ

鳥
も
飛
び
も
上
ら
ず　

燃
ゆ
る
火
を
雪
も
ち
消
ち　

降
る
雪
を
火
も
ち
消

ち
つ
つ　

言
ひ
も
得
ず
名
付
け
も
知
ら
ず　

く
す
し
く
も
い
ま
す
神
か
も

　

せ
の
海
と
名
付
け
て
あ
る
も　

そ
の
山
の
堤つ
つ

め
る
海
ぞ　

富
士
川
と
人

の
渡
る
も　

そ
の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ　

日
の
本
の
大
和
の
国
の　

鎮
め

と
も
い
ま
す
神
か
も　

宝
と
も
な
れ
る
山
か
も　

駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺

は　

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
三
一
九
番
歌
）

注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
の
表
現
と
そ
の
原
文
表
記
で
あ
る
。
傍
線
部
①
の
原

文
は
「
霊
母　

座
神
香
聞
」、
傍
線
部
②
の
原
文
は
「
日
本
之　

山
跡
国
乃　

鎮
十
方　

座
祇
可
聞　

宝
十
方　

成
有
山
可
聞
」
で
あ
る
。「
か
み
」
の
表
記

を
「
神
」
と
「
祇
」
の
二
つ
に
使
い
分
け
て
い
る
。
万
葉
集
中
に
は
、「
天あ
め
つ
ち地

乃の

神か

祇み

」（
巻
三
・
四
四
三
）、「
天
地
之
神か

祇み

」（
巻
四
・
六
五
五
、
巻
十
三
・
三
二
八

四
）、「
天あ
め

地つ
ち
の

神か

祇み

」（
巻
四
・
五
四
六
）、「
玄あ
め
つ
ち黄
之
神か

祇み

」（
巻
十
三
・
三
二
八
八
）

の
例
が
あ
り
、「
天
神
阿
布
芸
許
比
乃
美　

地
祇
布
之
弖
額
拝
」（
天あ

ま

つ
神か

み

仰
ぎ
祈こ

①

②

（�14�）
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ひ
禱の

み　

地く
に

つ
祇か

み

伏
し
て
額
つ
き
）（
巻
五
・
九
〇
四
）
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例

を
考
慮
す
る
と
、
虫
麻
呂
富
士
歌
に
お
い
て
も
文
脈
上
、「
神
」
の
表
記
は
、

富
士
が
天
つ
神
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
祇
」
は
地く
に

つ
神
的
存
在
で
あ

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
富
士
は
天
つ
神
と
地
つ
神
の
両
面

の
品
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
虫
麻
呂
は
表
わ
し
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
「
宝

と
も
成
れ
る
山
か
も
」
と
続
く
こ
と
を
見
れ
ば
、
想
起
さ
れ
る
宣
命
が
あ
る
。

そ
れ
は
、元
明
天
皇
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
正
月
十
一
日
の
和
銅
改
元
の
宣
命
（
第

四
詔
）
で
あ
る
。

如か

是く

治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
天
つ
日ひ

嗣つ
ぎ

の
業わ
ざ

と
、
今
皇す
め
ら

朕わ
が

御み

よ世
に

当
り
て
坐い
ま

せ
ば
、
天
地
の
心
を
労い
た
は

し
み
重い
か

し
み
辱
か
た
じ
け
なみ

恐か
し
こ

み
坐
す
に
、
聞き
こ

し
看め

す
食を
す

国く
に

の
中
の
東
の
方
武
蔵
国
に
、
自お
の
づ
か
ら然に

成
れ
る
和
銅
出い

で
在た

り

と
奏ま
う

し
て
献
れ
り
。
此
の
物
は
、
天
に
坐
す
神
・
地
に
坐
す
祇注
６

の
相あ
ひ

う
づ

な
ひ
奉ま
つ

り
福さ
き

は
へ
奉
る
事
に
依よ

り
て
、
顕う
つ

し
く
出
で
た
る
宝
に
在
る
ら
し

と
な
も
、
神
な
が
ら
念お
も
ほし

行め

す
。
是こ
こ

を
以
て
、
天
地
の
神
の
顕
し
奉
れ
る

瑞
宝
に
依
り
て
、
御
世
の
年な号
改
め
賜
ひ
換
へ
賜
は
く
と
詔
り
た
ま
ふ
命

を
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
。

右
の
「
自
然
に
成
れ
る
」（
原
文
「
自
然
成
」）
の
表
現
と
巻
十
三
・
三
二
三
五
の

「
自
お
の
づ
か
ら然
成
れ
る
」（
原
文
「
自
然
成
」）
の
関
連
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
が
、
虫
麻

呂
は
こ
の
元
明
天
皇
の
宣
命
の
表
現
を
富
士
歌
に
応
用
し
、
富
士
を
天
つ
神
・

地く
に

つ
神
に
よ
っ
て
顕
現
し
た
「
宝
」
と
し
て
詠
み
、
聖
武
天
皇
即
位
を
寿
ぐ
心

を
こ
め
た
の
で
あ
る注
７

。

�

（
二
〇
二
二
年
九
月
九
日
）　

注1
、�

拙
論
「
山
部
赤
人
の
富
士
歌
と
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
歌
の
詠
作
年
月
と
詠

作
事
情
」
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
94
集
、
二
〇
二
一
年
十
月
二
十
日

発
行

2
、�

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学�

中
』（
昭
和
三
十
九
年
三
月
三
十
日
、

塙
書
房
発
行
）
の
第
五
章
に
は
、
赤
人
富
士
歌
や
旅
人
の
三
一
五
・
巻
十

三
・
三
二
三
四
の
、
山
を
「
貴
」
で
表
現
す
る
こ
と
は
中
国
的
な
表
現
に

よ
る
も
の
と
み
る
。考
慮
す
べ
き
見
解
と
思
う
け
れ
ど
も
、本
稿
で
は
「
高

く
貴
き
」
と
あ
る
点
を
重
視
し
た
い
。

3
、�

三
一
八
番
歌
の
「
真
白
」
に
つ
い
て
は
、
万
葉
和
歌
史
の
観
点
か
ら
は
次

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
天
武
天
皇
が
理
想
と
し
た
「
明
・
浄
（
清
）」

の
世
界
観
を
具
現
化
す
る
色
彩
と
し
て
持
統
天
皇
が
二
八
番
歌
に
「
白

妙
」
を
用
い
て
か
ら
（
拙
論
「
原
撰
万
葉
集
五
十
三
首
本
と
伊
勢
神
宮
」
国
文
学

論
考
第
59
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
、
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
発
行
）、
そ
の

明
浄
な
る
「
白
」
は
宮
廷
歌
人
の
柿
本
人
麻
呂
歌
の
「
白ゆ

雪き

」（
巻
三
・
二

六
一
番
歌
）、
笠
金
村
の
吉
野
讃
歌
の
「
白し
ら
ゆ
ふ
は
な

木
綿
花
」（
巻
六
・
九
〇
九
番
歌
）、

そ
し
て
、
当
面
の
山
部
赤
人
の
富
士
歌
の
「
真
白
」
の
雪
（
巻
三
・
三
一
八

番
歌
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
え
る
。
万
葉
集
最
終
の
大
伴
家

持
の
四
五
一
六
番
歌
の
「
降
る
雪
」
の
清
ら
か
な
白
も
、
こ
の
系
譜
上
に

立
つ
と
言
え
る
（
拙
論
「
万
葉
集
最
終
正
月
一
日
の
永
遠
の
吉
事
祈
願
の
歌
」
都
留

文
科
大
学
大
学
院
紀
要
第
27
集
、
二
〇
二
三
年
三
月
発
行
）。

4
、�

拙
論
「
山
部
赤
人
の
『
富
士
の
山
を
望
る
歌
』
と
高
橋
虫
麻
呂
の
『
富
士

の
山
を
詠
む
歌
』
の
影
響
関
係
」（
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
集
、

二
〇
二
一
年
三
月
発
行
）
や
注
1
拙
論
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

5
、�「
並な
ま

吉よ

み
の
」（
山
の
配
列
の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
の
、
の
意
）
の
捉
え
方
は
、
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山部赤人「富士の山を望
み

る歌」の聖武天皇即位寿歌としての機能



拙
論
「『
な
ま
よ
み
の
甲
斐
』
考
」（
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
67
集
、
二
〇

〇
八
年
三
月
発
行
）
を
は
じ
め
と
す
る
稿
者
の
一
連
の
論
考
な
ど
に
拠
る
。

6
、�
先
掲
『
続
日
本
紀
一
』
一
二
七
頁
脚
注
一
三
に
「
天
神
・
地
祇
。
中
国
で

は
昊
天
上
帝
・
日
月
・
星
辰
・
司
中
・
司
命
・
風
師
・
雨
師
な
ど
を
天

神
、
后
土
・
社
稷
・
五
祀
・
五
岳
な
ど
を
地
祇
と
い
う
が
、
日
本
で
は
い

わ
ゆ
る
ア
マ
ツ
神
と
ク
ニ
ツ
神
を
い
う
。」
と
あ
る
。

7
、�

こ
の
こ
と
は
、
虫
麻
呂
も
赤
人
と
同
様
、
官
人
と
し
て
天
皇
の
宣
命
に
関

わ
る
任
務
の
期
間
を
持
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

付
記本

稿
の
骨
子
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
十
六
日
、
山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産

セ
ン
タ
ー
で
の
講
演
で
述
べ
た
。

受
領
日　

二
〇
二
二
年
九
月
二
九
日

受
理
日　

二
〇
二
二
年
一
一
月
二
日

（�16�）
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